
東京都子供・若者支援協議会 連絡調整部会 

（令和５年度 第１回） 

 

 

 

 

次   第 

 

１ 開 会 

 

２ 挨 拶・委員紹介 

  

３ 議 題 

（１）子供・若者の現在の状況 

（２）様々な相談ツール・相談形態の活用について 

（３）その他情報共有等 

 

４ 閉 会 

 

日 時：令和５年７月１４日（金曜日） 

午前10時から午前11時30分まで 

場 所：都庁第一本庁舎３４階 ３４Ａ会議室 
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東京都子供・若者支援協議会連絡調整部会 令和５年度第１回 
【資料一覧】 

・次第 

・委員名簿 

・連絡調整部会設置要領 

・【資料１】事前調査とりまとめ資料 

・【資料２】東京都若者総合相談センター「若ナビα」事業報告 
 
〈各機関からの提供資料〉 
① 東京労働局：都内新卒応援ハローワーク、わかもの支援施設一覧 
 
② 東京都消費生活総合センター： 

若者向け悪質商法被害防止共同キャンペーンリーフレット（令和4年度） 
※東京くらしweb 若者向け悪質商法被害防止共同キャンペーン（令和4年度） 
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/center/

campaign/wakamono_press.html 
 
 
③ 日本司法支援センター東京地方事務所：法テラス 法教育資料 
 
④ 育て上げネット：アトオシ・オンラインチラシ 
 
〈紙配付資料〉 

⑤ 東京都立多摩総合精神保健福祉センター： 
市販薬・処方薬の乱用・依存、大人の発達障害~その特性の理解と対応~ 

 
⑥ TOKYOチャレンジネット：介護職支援コース冊子 
 
⑦ 被害者支援都民センター：「応援します あなたに笑顔もどるまで」      
 
【参考】 
 「若者応援プロジェクト」 
  https://www.wakamono-pj.metro.tokyo.lg.jp/ 
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令和5年7月1日現在

分野 構成機関 職 名 氏　名

1 教育 東京都教育相談センター 次長 古谷　幸雄

2 東京都児童相談センター・児童相談所　
東京都児童相談センター
相談援助担当課長

冨岡　和雄

3 東京都立誠明学園 自立支援課長 髙橋　謙一

4 東京都女性相談センター 所長 高岸　聡子

5 東京都発達障害者支援センター センター長 坂田  由紀子

6 東京都保健所
保健対策課長（代表）
多摩小平保健所

桑波田　悠子

7 特別区保健所
保健予防課長（代表）
みなと保健所

西山　裕之

8 東京都立（総合）精神保健福祉センター 
東京都立多摩総合精神保健福祉センター
広報援助課長

菊地　章人

9 ＴＯＫＹＯチャレンジネット 所長 小田　智雄

10 東京保護観察所 首席保護観察官 中原　康子

11 東京都保護司会連合会 事務局長 市川　清志

12 警視庁少年センター 新宿少年センター 主査 井口　由美子

13 厚生労働省東京労働局職業安定部　 職業安定課長 森　貴昭

14 東京しごとセンター
公益財団法人東京しごと財団
正規雇用対策担当課長

小倉　保雄

15 子供 東京都子供政策連携室 企画調整課長 石賀　裕

16 東京都消費生活総合センター 相談課長 高村　淳子

17 公益社団法人　被害者支援都民センター 相談支援室長代理 佐藤　真奈美

18 東京都人権プラザ
公益財団法人　東京都人権啓発センター
総務課長

伴　博

19 日本司法支援センター東京地方事務所 事業部長兼総務部長代行 平田　深根子

20 認定特定非営利活動法人育て上げネット 執行役員 井村　良英

21
認定特定非営利活動法人
文化学習協同ネットワーク

若者支援事業統括責任者 藤井　智

22 ひきこもりサポートネット 統括責任者 藤原　健太

23 若者総合相談センター 事業責任者 西村　由紀

24 事務局 東京都生活文化スポーツ局都民安全推進部 若年支援課長 山本　理

令和５年度第１回　東京都子供・若者支援協議会　連絡調整部会　委員名簿

保健・医療・福祉

矯正・更生保護等

雇用

その他・関係機関
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連絡調整部会設置要領 

 

平成２９年１１月 ８日  ２９青総青第７５０号 

改正 令和元年１２月２０日  ３１都安総若第４５２号 

   改正  令和２年８月２０日  ２都安総若第１６２号 

 改正 令和４年３月１６日  ３都安総総第５４３号 

改正 令和４年１１月 １日  ４ 生 安 若 第 ４ １ ５ 号 

改正 令和５年７月  １日  ５ 生 安 若 第 ２ ３ ８ 号 

 

（趣旨） 

第１ この要領は、東京都子供・若者支援協議会設置要綱（以下、「協議会設置要綱」という。）第４の規定

により、社会的自立に困難を有する若者の自立等に係る関係機関相互の情報共有及び連携強化等を目的と

し、実務者会議として連絡調整部会を設置する。 

 

（検討事項） 

第２ 連絡調整部会は、若者の自立等支援に係る次の各号に定める事項について検討する。 

（１） 関係機関相互の情報共有、連携強化及びネットワーク化に関すること。 

（２） 事例の検討に関すること。 

（３） その他連絡調整部会で協議を必要とする事項に関すること。 

 

（構成） 

第３ 連絡調整部会は、座長及び委員をもって構成する。 

２ 委員は、別表に定める職にある者をもって充てる。 

４ 座長は、生活文化スポーツ局都民安全推進部若年支援課長とする。 

５ 座長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

６ 座長に事故あるときは、あらかじめ座長の指名する委員がその職務を代理する。 

 

（会議の開催） 

第４ 座長は、必要に応じて連絡調整部会を招集する。 

 

（意見聴取等） 

第５ 連絡調整部会は、必要があると認めたときは、専門家及びその他の関係者の出席を求めて意見を聞き、

又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。 

 

（守秘義務） 

第６ 第３及び第５の規定により会議に出席した者は、正当な理由がなく連絡調整部会の職務に関して知り

えた秘密を漏らしてはならない。 

 

（庶務） 

第７ 連絡調整部会の庶務は、生活文化スポーツ局都民安全推進部若年支援課において処理する。 

 

（その他） 

第８ この要領に定めるもののほか、連絡調整部会の運営に必要な事項は、座長が別に定める。 
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   附 則 

 この要領は、平成２９年１１月８日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和元年１２月２０日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和２年８月２０日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和４年１１月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和５年７月１日から施行する。 
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別表

分野 構成機関 職 名

1 教育 東京都教育相談センター 次長

2 東京都児童相談センター・児童相談所　
東京都児童相談センター
相談援助担当課長

3 東京都立誠明学園 自立支援課長

4 東京都女性相談センター 所長

5 東京都発達障害者支援センター センター長

6 東京都保健所 保健対策課長（代表）

7 特別区保健所 保健予防課長（代表）

8 東京都立（総合）精神保健福祉センター 
東京都立多摩総合精神保健福祉センター
広報援助課長

9 ＴＯＫＹＯチャレンジネット 所長

10 東京保護観察所 首席保護観察官

11 東京都保護司会連合会 事務局長

12 警視庁少年センター 新宿少年センター 主査

13 厚生労働省東京労働局職業安定部　 職業安定課長

14 東京しごとセンター
公益財団法人東京しごと財団
正規雇用対策担当課長

15 子供 東京都子供政策連携室 企画調整課長

16 東京都消費生活総合センター 相談課長

17 公益社団法人　被害者支援都民センター 相談支援室長代理

18 東京都人権プラザ
公益財団法人　東京都人権啓発センター
総務課長

19 日本司法支援センター東京地方事務所 事業部長兼総務部長代行

20 認定特定非営利活動法人育て上げネット 執行役員

21
認定特定非営利活動法人
文化学習協同ネットワーク

若者支援事業統括責任者

22 ひきこもりサポートネット 統括責任者

23 若者総合相談センター 事業責任者

24 事務局 東京都生活文化スポーツ局都民安全推進部 若年支援課長

保健・医療・福祉

矯正・更生保護等

雇用

その他・関係機関
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■令和５年度　東京都子供・若者支援協議会（連絡調整部会）　事前調査とりまとめ

照会事項１ 照会事項２ 照会事項３

ポストコロナの状況下、若者の状況にはどのような変化があったか、

どのような相談が増えたか
ポストコロナの状況下、これまでの支援方法からの変化の有無 事項２について、変化の前後での良かったこと、もしくは課題等

東京都教育相談

センター

現時点での変化は感じられない。

東京都児童相談

センター・児童

相談所

ポストコロナ変更により、子供たちの状況変化や相談の増加は、特段

見られていない。

ポストコロナ変更により、支援方法の変化は、特段ない。

東京都立誠明学

園

・マスク着用については個人の選択を尊重させることで、特に混乱が

見られず対応できている。

・児童の入所等の動向について、特段の変化はない。

・行事、イベント等の再開

・ボランティア受け入れの再開

・地域交流等の再開

・入所児童にとって行事参加などの機会が増え、生活の充実に繋がっ

ている。

・３年間ほどの活動制限により、行事や外出等の運営ノウハウの継承

が途切れてしまい、企画等の進め方を知る職員が著しく減少したこと

が課題である。

東京都女性相談

センター

当センターの電話相談は匿名であり、話の内容から中高年の方が多い

印象がある。コロナがキーワードにある主な相談は、以下のとおりで

ある。

・コロナ禍で友人との連絡が取りづらくなりストレスになっている。

・親がコロナの影響でより神経質になり関わりが困難。

・夫がコロナの影響でテレワークになり家にいる。少し音を立てただ

けでも仕事の邪魔になると言われ気を使う。疲れた。

・コロナの影響からか、夫がイライラして八つ当たりがひどい。

・自身がコロナ感染症に罹患し、仕事を解雇された。今も仕事が決ま

らず不安。

・コロナワクチンの接種に関する心配事など。

令和４年７月から、当センター本所における専用電話相談の一部委託

を開始し、これまで平日9時から20時までのところ9時から21時までに

延長、さらに土日祝日9時から17時までの時間帯を新設したところ、令

和4年度の実績は、前年度までと比較して受電数・応答率共に上昇し

た。引き続き、動向を見ながら適切に対応していく。

当センターの電話相談は匿名相談のため年齢の確認は行っていない。

電話での相談であることから、ネット世代である若年層を取り込めて

いるのか不明である。各自治体や民間支援団体等が参加する関係者会

議などで、相談の傾向や動向等の把握に努め、必要な相談体制がとれ

るよう今後も検討していく。

東京都発達障害

者支援センター

新型コロナウィルスの法上の位置づけ変更に伴う相談内容の変化等は

特にない。相談については、以前と変わらず、親が子どもの発達障害

を疑い不安になる、障害特性からくる困り事への対応方法についての

主訴が多い。

コロナ禍になり、それまで実施していなかったオンライン相談を開始

した。ポストコロナの状況下でもオンライン相談の希望者は増加傾向

にある。

オンライン相談を実施したことで、気軽に相談できる方が増えたこと

は良かった。しかし、オンライン相談を実施する中で、画面をOFFに

される方が意外と多く、電話ではなくオンラインを選択する理由につ

いて、今後検証することを検討中。

東京都保健所

（代表：多摩小

平保健所）

〇若者にまつわる相談状況は、ポストコロナ下の現時点において相談

では、コミュニケーション・対人関係恐怖・不安によるひきこもり・

不登校の傾向に関する相談割合が増加している。コロナ下では保健所の

相談につながりにくい状況があったためか、家族関係の複雑化、病状

の遷延または悪化してからの相談（自殺企図や入院相談等）が増加して

いる。

〇若者に関する相談者は、関係機関が最も多く、次に家族、当事者の

順だが、コミュニケーションや自殺念慮等当事者からの相談割合も増

加している。

とりわけ若者世代を対象とはしていないが、昨年度の同時期に比較

し、10~20歳代ケースの新規相談は増加している。

構成機関

資料１
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■令和５年度　東京都子供・若者支援協議会（連絡調整部会）　事前調査とりまとめ

照会事項１ 照会事項２ 照会事項３

ポストコロナの状況下、若者の状況にはどのような変化があったか、

どのような相談が増えたか
ポストコロナの状況下、これまでの支援方法からの変化の有無 事項２について、変化の前後での良かったこと、もしくは課題等

構成機関

特別区保健所

（代表：みなと

保健所）

コロナ中は外出が制限され、物理的に家族との距離が近くなり、スト

レスを感じることが増えた、との声あり。

ストレスがたまり、母に不必要なことを言ってしまう、親子や友人関

係に関して（コロナ禍以前のように）しっくりいかないという相談が

増えているように感じている。

・大学祭にて保健所としてブース出展し、性感染症の普及啓発を毎年

行っていたが、コロナ禍にて大学祭自体が中止となってしまった。

・コロナ後も引き続きブース出展するが、別途、講演等を録画し周知

を行うことを検討。

・外出や対人接触が減少したため、直接接触を避けるケースも増えて

おり、地区担当保健師との来所面談、アポなし訪問がしにくくなっ

た。

・家族と過ごす時間が増え、禁煙に取り組む方が増えたように思いま

す。相談方法は、直接来所・オンライン相談も可能で、選択可能と

なったこと。

東京都立（総

合）精神保健福

祉センター

学生年代の当事者や親からの電話相談や面接相談では、リモートやオ

ンデマンド授業から対面授業に戻り、登校できず留年や退学に至る

ケースの相談が増えている印象。学年によっては、入学当初からリ

モートメインであったり、マスク着用で素顔を互いに知らず、対面に

不安を抱く声も聞かれる。

思春期青年期年代の相談は、昨年度に比し増加の傾向にある。

個別相談の他集団活動（ひきこもり当事者のグループ活動や家族教

室）も実施しているが、マスク着用基準や人数制限等感染対策を緩和

しつつ行っている。

新型コロナの感染法上の変更により、外出することや対面で話すこと

に抵抗が薄れ相談しやすくなったのではないか。

TOKYOチャレ

ンジネット

①当事業所では事業の特性上、感染症法上の位置づけが5類に変わって

も利用者の増減や相談内容について大きな変化はなかった。

②同じ法人で運営しているフリースペースを利用する若者からは、下記

の声が上がっている。

・電車やバスに乗って外出することにまだ不安がある。

・ マスクを外して会話をする人達に怒りを覚える。

・ 高齢の両親が感染して命に関わる問題とならないか不安。親亡き後

の将来への不安。

・ ウクライナ紛争など世界が混乱している状況かもしれないが、その

ような報道ばかりが目立ち気が滅入る。

①ポストコロナとなっても社協の貸付金制度や住居確保給付金が終了

した方が家賃滞納となり住居喪失となるケースも増えており一時住宅

は変わらず多く利用されている。当事業所における支援方法の変化と

しては、感染防止のため中止している利用者を集める支援（体験就労、

PC教室等）を再開する予定。アウトリーチの一環として、ポケット

ティッシュ配布を通じて事業周知活動の実施と街頭相談を再開予定。

また、事業説明のための関係機関訪問を再開した。

②フリースペースでは、施設見学や公園散策等、屋外でのイベントを

主としている。室内イベントはリース製作教室、等会話の少ないイベン

トを開催している。

【良かったこと】

①当事業

・直接会って話す面談や訪問が出来なかったが解消されており、顔が見え

る相談が実施できるようになった。

②フリースペース

・利用者の衛生意識が高まり、室内、トイレ等の清潔感が向上した。

・利用者に「外出したい」という欲求が高まり、外出イベントを予定する

と嫌がらず積極的に参加する傾向が増加した。

【課題】

①当事業

・ポストコロナとなっても、コロナ禍がきっかけ様々な理由から住居を失

う人が相談に来ている。

・DVから逃れるケースも増えたため、セキュリティ面に配慮が必要な状

況。

②フリースペース

・利用者同士のコミュニケーションがとり難い状態になっている（お互い

がお互いを遠慮している）。

・限られた空間、「密状態」を利用者と支援員共に過度に意識してしま

い、大人数になると不安あるいは息苦しさを感じるという声もある。

東京保護観察所

・マスクを３年間つけた状態で学生生活を送ったことから、学友の顔

をきちんと把握していなかったり、マスクを外すことに不安がある旨を

述べる者がいた。

・正確な統計はないが、ポストコロナの状況下、夜遊び、不良交友が

増加しているという印象を持っている。

保護観察対象者には、毎月２回程度担当保護司が直接面接をするとい

う形で保護観察を実施しているところ、コロナ禍での感染拡大防止対

策として、電話などのリモートを利用して面接を代替する措置をとるこ

とがあったが、ポストコロナ下においては、原則対面での面接を実施

している。

緊急的な措置が解除された後、大部分の保護観察対象者は保護司と直

接面接を行っているが、保護観察対象者の一部には、電話による代替

措置で済ませようとする者もある。

なお、電話やラインによる代替措置は、個人情報を適切に把握し、保

護・管理する上で活用には限界があると思料する。

一方で、支援者の保護司は高齢者が多く、コロナが５類になったとい

えども対面の支援に不安を感じている者もいる。収束したわけではな

いポストコロナ下で、直接面接は、コロナ以前よりもハードルが上

がったと感じている。
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■令和５年度　東京都子供・若者支援協議会（連絡調整部会）　事前調査とりまとめ

照会事項１ 照会事項２ 照会事項３

ポストコロナの状況下、若者の状況にはどのような変化があったか、

どのような相談が増えたか
ポストコロナの状況下、これまでの支援方法からの変化の有無 事項２について、変化の前後での良かったこと、もしくは課題等

構成機関

東京都保護司会

連合会

全体的に集計した訳ではないが、次のような相談が寄せられている。

職場での仕事のやり方を元に戻すと言われてどうすればいいのかわから

ない。

就業先でマスクをする人しない人がおり、両方からいろいろ言われ辛

い。

熱っぽかったけど、もしコロナだったら、何日休むのかはっきりしな

いので、仕事を失うおそれがあり、また医療費も心配で、恐くて医者

に行けない。

何だか取り残されているような気持ちがする。

これまでは、こういうことになってるからこのようにすると良い、と

いうような対応ができていたが、相談を受ける側自体がポストコロナ

への動きについていけない状況すらあり、自分で考えるしかないねと

返事するなど、相談しても無駄ととられるような対応になっているので

はないかと案じている。

相談への対応につき考えていかなければと思っている。

コロナの関係のため悪くなったことばかりではなく、改革のきっかけ

になるものもあるのではないかと検討してみたいと考えている。

警視庁少年セン

ター

・面接室でマスクをはずす来談者が増加した。

・生活様式の変化にとまどう若者が一定数いる。

広報啓発や健全育成の各種イベントを、オンラインから対面での開催

に変更したり、短縮していた時間を元にもどしたりしている。

対面の方がお互いの表情や細かな所作がわかり、効果が高い。

厚生労働省東京

労働局職業安定

部

ハローワーク職員はマスク着用の上で職業相談をしており、施設の受

け入れ体制としてはコロナ禍と大きな変化はないが、特に若年層の利

用者はマスクを着用しない方の増加がみられ、職業相談の中で面接時

のマスク着用について質問を受けるケースが見られる。

　職業相談の場面での相談はコロナ禍と大きな変化はなく、コロナ禍

に増加した「在宅勤務可」の企業への応募を希望する方は現在も一定

数ある感触である。働き方として、臨機応変な対応が可能な企業での

就業を希望する方が増加していると感じる。

コロナ禍に予約制等により縮小して開催していた大規模面接会の当日参

加可能型の開催方式の再開、規模を縮小して実施していた求職者参加型

のセミナーの通常規模での開催等、特にイベント等の開催については

コロナ禍以前の開催方式に移行している。

大規模面接会等については、予約制ではなく当日参加可能とすること

により、より多くの方に参加いただけることから、参加企業・求職者

共に満足度は向上しているように感じている。

一方で求人事業所が増加傾向にある中で、若年求職者は減少傾向が継

続していることから、大規模面接会の参加企業数の規模をコロナ禍以

前に戻すことについては、企業数と求職者数の均衡等の検討の必要が

あると思料する。

東京しごとセン

ター

東京しごとセンターでは、コロナ禍を機に各種サービスのオンライン

化を図り、キャリアカウンセリング等のサービスをオンサイト・オン

ライン両面で展開している。

■今年度に入ってから利用者は増加傾向

■利用者の相談内容に大きな変化はない。

オンラインサービスのほか、オンサイト開催のマッチングイベント（合

同企業説明会・合同就職面接会等）についても、コロナ禍を機に「定

員制限」や「完全事前予約制」で運営していたが、今年度から当日参

加も受け入れるなど、コロナ禍以前の運営方法に戻しつつある。

■マスク着用、入場時の検温・手指消毒は任意に変更

■参加者数は増加傾向

スタッフの異動等でコロナ禍以前の「当日参加型」を知る者が少な

く、運営方法に苦慮している。

■マニュアル等があっても体感・イメージがないため、担当者が不安に

感じている。

■当日参加型だと参加者数が予測しづらく、運営体制に苦慮している。

■参加者数は増加傾向

東京都消費生活

総合センター

ポストコロナ１カ月程が経過しているが、消費生活相談については、

変化と言えるほどの統計的な差異は見えていない。

特に変更はない。これまでと同様に通常の相談を受け付けるほか、若

者相談110番や若者向け悪質商法被害防止キャンペーンなどのイベント

を行っていく。

公益社団法人

被害者支援都民

センター

面接時のアクリル板の撤去、対面面接の増加、マスクの自由化等 面接しやすくなった　（・表情が分かり易くなった、・声が明瞭に

なった、・関係が近く感じられる）

東京都人権プラ

ザ

・新型コロナウイルス感染症が５類感染症に引き下げられて以降、プラ

ザ来館者の子供・若年層世代のマスクの着用率は、他の世代に比べる

と低い印象を受ける。

・子供の若年層世代の直接の相談はほとんどなく、その親御から相談

が年に数件ある程度。

　その意味では若年世代の相談に変化はない。

感染症感染拡大防止の観点から、対面の人権相談を一時中止し、各相

談について電話・メール・手紙での相談を受け付けた。令和５年５月

８日より対面の相談を再開した。

・対面により電話ではわからない相談者の表情や仕草を通じて理解度

を確認できる点が良い。

・インターネット相談は対面のみになったため、当プラザに出向く必

要があることもあり、相談のハードルが高くなった点が課題である。

9



■令和５年度　東京都子供・若者支援協議会（連絡調整部会）　事前調査とりまとめ

照会事項１ 照会事項２ 照会事項３

ポストコロナの状況下、若者の状況にはどのような変化があったか、

どのような相談が増えたか
ポストコロナの状況下、これまでの支援方法からの変化の有無 事項２について、変化の前後での良かったこと、もしくは課題等

構成機関

認定特定非営利

活動法人育て上

げネット

法人内で聞き取ったところ特に変化は感じていなかったが、個人的に

はコロナをきっかけに不登校になった生徒が卒業年を迎え、保護者か

らの相談が増加している印象がある。

支援としての食事の提供ができるようになった。 一緒にご飯を食べることができる支援は、有効なのでできるように

なってよかった。

認定特定非営利

活動法人

文化学習協同

ネットワーク

1)コロナの状況と関係するかどうかは不明だが、十代～二十代前半の

新規相談が増えている。

2)特に低年齢(小中学生)のセクションでは「マスクを外してください」

という要望が増えてきているが、成人対象のセクションでは明確な要

望として出ることはないが、なんとなくマスクをしたままでいること

を（消極的に？）要望しているような、全体の印象がある。

3)かかわる若者の中でも比較的アクティブな層は、人と対面で関わる

活動を求めている。

4)主に大学生と関わるセクションの関係者からは、「経験不足から

か、全体に幼い印象をうける」という声も聞こえてくる。

1)様々な対面イベントが復活しつつある。

2)食事(共食）にかかわる取組が再開されつつある。

3)法人独自事業では遠方へのスタディツアーが計画されている､等、各

所で宿泊を伴う取組が再開。

4)当事者のニーズに応じ、オンライン相談は引き続き行っている。

1)対人支援の現場であることから、結局はリアルな関わりは大切であ

り、再開できていることは有意義。

2)一方で、若者たちの「場」に定着し、それが大きな「教育力」に

なっていた「場の文化」ともいうべきものが、一旦コロナ禍で途切れ

てしまっており、「場の持つ力」が大きく低下してしまっている。文化

の再構築にエネルギーと時間がかかることが予想される。

3)感染予防とリアル活動の再開の間のバランスをどうするか、迷いなが

らやっている。

ひきこもりサ

ポートネット

コロナ禍は、オンラインでの授業参加などが許されたが、今年度より

対面での参加が増えており、対応できないなどの相談が多くあった。

コロナ禍で、孤立孤独化しているケースが、ポストコロナになり、

徐々に相談に繋がる傾向は増えている。

「ひきこもり」という視点でみれば、コロナ禍で自室にこもる理由が

正当化される節があった。家族としても、無理に外出を促せずにいた

が、ポストコロナになり、その理由がなくなった。しかしコロナ自体

は収束をしておらず、家族がどこまでコロナを理由に納得するかの線引

きが難しいという声が多くある。

若者総合相談セ

ンター

2023年4月より当相談業務を前事業者から引き継いだため、ポストコロ

ナの影響をどこまで受けているかはまだ分析できていない。4月からの

相談内容を確認すると「職を失った」など、コロナ禍の影響そのもの

の相談に加え、「オンラインが終了し、通勤することになり疲れてし

まった、学校に行かなければならないのに行けない」といったポスト

コロナならではの相談も入っている。コロナによる自粛が解禁されても

感染への不安が続いている方、「マスクを外したくない、人混みがい

や、飲み会が復活したけど行きたくない」など、生活習慣が以前のよ

うに戻ったことに対応できないストレスの訴えも見られる。

大きな変化はないが、対面での面接相談の希望は多くなっているよう

に思われる。

引き続き感染対策を実施しながら相談者が対面でも安心して相談でき

る環境整備に努めていきたい。
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■令和５年度　東京都子供・若者支援協議会（連絡調整部会）　事前調査とりまとめ

東京都教育相

談センター

〇電話相談、来所相談、メール相談、SNS等相談を行っている。

〇SNS等相談は令和元年度から実施しており、年々増加している。また、令和

５年度から小学生も対象としている。

警視庁少年セ

ンター

ビデオ通話による相談

東京都立誠明

学園

当園では若者相談を受けていない。卒園した児からの相談はあるが、対応は電

話相談か対面での相談である。

厚生労働省東

京労働局職業

安定部

就職を希望する高校生の支援については、都内ハローワークが高等学校と連携

し就職活動の支援を実施している。

大学生等の支援については、東京新卒応援ハローワークと八王子新卒応援ハ

ローワークを設置し、担当制による個別相談など学生等一人一人に寄り添った

就職活動の支援を行っており、大学のキャリアセンターと連携の上学校を訪問

しての就職相談を行うとともに、学生の希望によってはキャリアセンターにて

オンライン職業相談も行ってる。また、個別支援対象者には来所を求めず、オ

ンラインによる積極的な情報提供や職業相談を実施している。

東京都女性相

談センター

当センターでは電話相談に加え、東京都若年被害女性等支援事業で若年を対象

とした民間支援団体においてメールやライン相談、アウトリーチから居場所の

確保など、公的機関や施設への「つなぎ」を含めたアプローチを実施してい

る。また、若年支援団体で受けた相談状況などは、関係者会議などで状況の把

握に努めている。
東京しごとセ

ンター

東京しごとセンターでは、コロナ禍を機に各種サービスのオンライン化を図っ

たが、若年者の利用が多い状況となっている。

■誰でもチャット相談

　ヤングコーナー（原則29歳以下対象）サービスとして、令和２年度からＬＩ

ＮＥ相談を開始

　令和４年度から全年齢層に対象を拡大するも、現在も利用者の多くは若年者

となっている。

■オンライン支援サイト

　令和２年度から若年者向けのオンラインサービスを集約したサイトを展開

東京都発達障

害者支援セン

ター

相談形態は電話、来所、オンライン。来所を選択される方は多くない。 東京都消費生

活総合セン

ター

若者に特化した相談ツールはない。

適切なアドバイスを行うため、電話や来庁でのご相談をお願いしている。

東京都保健所

（代表：多摩

小平保健所）

とりわけ若者世代を対象としておらず、相談者は親世代が多い。

電話相談が最も多く、次に来所や訪問など対面での相談を主としている。
東京都人権プ

ラザ

令和５年10月「インターネットにおける人権侵害」に関するSNS（LINE）相談

窓口を新設する予定。

特別区保健所

（代表：みな

と保健所）

みなとプレママ応援事業（妊婦全員面接事業）では、対面の面接に加えて、オ

ンラインでの面接を実施している。令和4年度は1/3の方がオンライン

（Microsoft　Teams）での面接を行っている。

日本司法支援

センター東京

地方事務所

2020年から、電話相談を開始した。

しかし、面談相談は根強い人気で希望者も多くいる。

構成機関

照会事項４

若者が利用しやすい相談体制の整備のため、導入している相談ツールや相談形態について
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■令和５年度　東京都子供・若者支援協議会（連絡調整部会）　事前調査とりまとめ

構成機関

照会事項４

若者が利用しやすい相談体制の整備のため、導入している相談ツールや相談形態について

東京都立（総

合）精神保健

福祉センター

電話と対面での相談のみ。

認定特定非営

利活動法人育

て上げネット

対面、有人チャット、チャットボット、メール、電話相談も、ひととおり行っ

ている。事業によって活用の仕方が違うので法人全体としてのSNS相談の割合

を提示することは難しいが、オンラインですべての就労支援を行う、アトオシ

オンラインhttps://atooshi.online/とオンラインで家族相談を行う、オンライ

ン結https://yui.sodateage.net/のニーズは引き続き高い。また、毎週土曜日に

行っている「夜の居場所」プログラムにも多くの若者の参加がある。

https://www.asahi.com/and/pressrelease/423789288/

TOKYOチャレ

ンジネット

①当事業所では、女性専用相談ダイヤルを設置しているが、若者に特化した

SNS等のツールの導入はない。メール相談は以前より急増した。支援中であっ

ても、電話よりメールを連絡ツールとする若者が多い印象がある。同時に、連

絡がつかなくなり一時住宅を訪問しなければならない若者のケースも多い。

②フリースペースでは、Twitter のみ。その他SNSは検討中。

認定特定非営

利活動法人

文化学習協同

ネットワーク

1) ZoomやSkypeを中心としたオンライン相談は引き続き行っている。

2)アクセシビリティは考えるべき事だが、具体的でリアルな関わりの中で人は

全体性を回復していくことを考えると、やはり対面の支援活動を重視してい

る。

東京都保護司

会連合会

組織全体として導入している相談ツールや相談形態はないが、個別にＳＮＳ相

談に取り組んでいる者がある程度いると承知している。まだ実績として集計で

きる状況にはない。

若者総合相談

センター

すでにチャットボットの設置、LINE相談を実施している。現状、LINE相談が

電話相談を上回ることはないが、件数は年々増加している。メール相談の件数

も増えているが、若者だけでなく親御さんの相談も入ってきている。
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■令和５年度　東京都子供・若者支援協議会（連絡調整部会）　事前調査とりまとめ

照会事項５ 照会事項６

今後の連携のために他の関係機関と共有したい意見や、聞いてみたいこと等 その他、本部会で取り上げたい議題や意見等

東京都児童相

談センター・

児童相談所

児童相談センターでは、新宿や渋谷、秋葉原等、都内有数の繁華街を所管しており、

他府県児童の身柄通告が大変多くなっている。いわゆるトー横キッズに代表される子

供たちは、それぞれの地域で居場所がなく、孤立し、繁華街に集まってきていること

が多く、性非行等、様々な問題がおきている。そのような状況の中、国では、子ども

の居場所支援整備事業をたちあげ、各区市町村を実施主体とした居場所の整備・支援

に取組んできているところであるが、それぞれの地域、関係機関で、具体的に、どの

ような取組みがなされているのか、あるいは検討されているのか、情報共有いただけ

れば幸いである。

東京都立誠明

学園

他機関の取組みから、当機関としてどのような取り組みができるか参考にさせてもら

う。

東京都女性相

談センター

（警察に聞いてみたいこと）

「若年被害女性等支援事業」において、居場所のない若年女性のアウトリーチがなさ

れる中で、近年、新宿歌舞伎町においては、東横キッズ等と呼ばれる若者集団の犯罪

行為増加や、若年女性を性風俗やホストクラブに誘導する「スカウト」と呼ばれる男

性の増加が問題視されていると聞いている。

居場所を求めて夜間徘徊する未成年の補導や、成人男性による買春や性風俗、ホスト

クラブ等への勧誘の取り締まりの実態についてご教示願いたい。

東京都保健所

（代表：多摩

小平保健所）

生きづらさを抱えた子供・若者は、健康問題や経済的問題等を抱えた家族が背景にあ

ることも多く、家族支援も必要になる。

東京都立（総

合）精神保健

福祉センター

当センターの依存症相談ではあまり目立った傾向はみられないが、依存症専門病院で

はここ数年、若者の市販薬・処方薬乱用の受診相談が明らかに増えてきている様子。

他機関ではどうか。

・現代の若者の特徴（反社会性と非社会性）について

・昨今の発達障害概念の広がり（過剰診断問題）について

TOKYOチャレ

ンジネット

ひきこもり状態の若者相談で医療機関との連携が必要と判断する場合があるが、当事

者の支援員が外出や医療施設に訪問することが困難なケースが多い。施設側はあくま

でも本人の申し出、訪問を受入れの前提としているケースが多く、急を要する場合で

なければ、その時点で支援が停滞する。措置入院ほど重度でない場合は在宅・訪問に

よるサービスを実施している施設を探すのが難しい。

コロナ禍において窓口では若者支援をどのように実施していたか関心があります。

今後、感染防止の観点や何かしらの理由により直接的な対応が難しい状況となった場

合に、コロナ禍で有効だった支援があればヒントとして参考にしたい。

構成機関
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■令和５年度　東京都子供・若者支援協議会（連絡調整部会）　事前調査とりまとめ

照会事項５ 照会事項６

今後の連携のために他の関係機関と共有したい意見や、聞いてみたいこと等 その他、本部会で取り上げたい議題や意見等
構成機関

東京保護観察

所

SNSの活用は、現代の有効なコミュニケーションツールであるが、個別具体的な相談

をする場合、情報の流出等に対するセキュリティの確保は重要である。SNS等上で特

定の者と個別にやりとりするなかで個人情報を扱った場合、漏洩等が懸念され、情報

の管理は直接面接時よりも難しく、課題である。

SNS等を使用した相談体制における情報管理，特に相談者による情報流出への対策に

ついて工夫していることや、相談する若者へのSNS利用に対するルールの周知や啓発方

法についての工夫を伺いたい。

東京都保護司

会連合会

相談業務充実のために、関係機関の本部会での御意見を、従来にも増して参考にさせ

ていただきたいと思っている。

当方から特に取り上げたい議題等はないが、皆様の御意見は適宜参考にさせていただ

いている。

東京しごとセ

ンター

各機関・窓口に寄せられる「しごとに関する相談」についてお伺いしたい。

■どういった相談が多いのか。

■どういった対応（リファー等）をしているのか。

若者がスムーズに適職に結びつき、豊かな職業生活を送ることができる方策について

（皆さんのお知恵を拝借したい。）

日本司法支援

センター東京

地方事務所

法教育の実施予定はないかお聞きしたい。

もしあれば法テラスに関わらせていただくことは可能か。

認定特定非営

利活動法人育

て上げネット

「親と一緒に暮らしたくない」という若者が多くいる。自立の準備を始めることがで

きる宿泊型支援や家族を支える支援が増えてほしい。

認定特定非営

利活動法人

文化学習協同

ネットワーク

1)全高校在籍者の7.5％を占めるようになった通信制高校だが、その実態がいまだ社会

的に共有されていない印象を受けている。とくに、不利な状況に置かれている若者の

「進学先」として比較的ハードル低く考えられているが、進学後の若者の状況、卒業率

だけでなく、在籍期間の活動や学習活動・発達保障の実態等、そろそろ社会的なイ

シューにしていく必要を強く感じる。一方で「通信制高校に救われた」という若者が

いるが、他方でおよそ後期中等教育の体をなしていないといわざるを得ない実態も少な

くない。各所でどのような状況が把握されているか。

2)「若者サポートステーション」の新規相談件数は、全国的に苦戦しているときいて

いる。また、来所する若者たちの状況は年々困難状況が蓄積されている傾向も見て取

れる。関係機関のみなさまの現場では、この５～10年で変化を感じておられるか、社

会全体の若者支援グランドデザインを考えるうえで、相談等支援の状況の変化をどう

みて、どんな体柵が必要だとお考えか。

1)学校教育と、学校外支援諸機関との連携について。義務教育・普通教育のみなら

ず、「準義務教育化」している後期中等教育段階まで含め、子ども期から若者たちに

必要な「共通教養」はなにであり、だれが、どう、それを保障するのか、現状で担当

しているのか、丁寧な調査と議論が、そろそろ求められていると思われるが、本部会で

のテーマにそぐうかどうか。
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■令和５年度　東京都子供・若者支援協議会（連絡調整部会）　事前調査とりまとめ

照会事項５ 照会事項６

今後の連携のために他の関係機関と共有したい意見や、聞いてみたいこと等 その他、本部会で取り上げたい議題や意見等
構成機関

若者総合相談

センター

今回、初めて連絡調整部会に参加するため、各機関が感じていらっしゃる「現在の子

供・若者の状況」について共有させていただきたいです。当機関が、より役に立てる

ための方策を考えて行きたい。

各種相談をリピート利用しているが、本当に必要な支援にはしっかりつながっていない

方などについて、どのように対応していったらよいか、他機関ではどのように対応して

いるのか、伺ってみたい。また、連携を強化するにあたり、連携方法のご要望などを

お聞きしたい。
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若ナビα 2023年4月～6月事業報告

東京都若者総合相談センター長

西村由紀

2023/07/1416



若ナビαとは
若ナビαは、東京都若者総合相談センターの愛称で、若者やそのご家族等を
対象とした相談窓口。

若者のさまざまな悩みに対応する総合窓口として、東京都内にある専門の窓
口や支援機関等へつないだり、情報提供を行う。

社会福祉士や臨床心理士などの有資格者や充分な研修を受けた者が相談員
として対応。

対象としているのは、

・東京都内に在住、在学、在勤の18歳～39歳の若者とそのご家族

・中学卒業後のお子さんの非行でお悩みのご家族等

・対象の（見込みも）若者を支援中で、引継ぎ先を検討されている支援機関（行
政および民間）の支援員・相談員の方

若ナビα ホームページ

https://www.wakanavi-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/
17



若ナビαの相談方法

■電話相談

■メール相談

■LINE相談

■面接相談

チャットボット相談も開始予定

18



相談実績
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コロナに関する相談

25歳男性 都内在学 大学生

都内の大学に通っている。コロナもあり、数年間ひきこもり。自分が留年してい
るうち同級生は就職、大学での人間関係もなくなった。単位はあとひとつとか少
しなので、大学に行く用事もなく、家にいてネットサーフィン、やることがない。

30代女性 都内在住 会社員

コロナが広がって人間関係が変わった。コロナで生活様式や仕事の仕方が変
わり、仲が良かった人とも離れてしまった。新しいコミュニティでは人の話ばかり
聞くようになり疲れる。

50代女性 都内在住 18歳（高校生）の娘の相談

高１の終わりから行かなくなり、今は高校に在籍してるが全く行かない状態。娘
はバイトと遊びの毎日。高２はコロナがあったので学校に行かなくても大丈夫
だった。来週、学校に呼ばれることになると思うがどうしたらよいのか。

20



30代男性 都内在住 無職

昨年、契約社員で働いていたが、コロナの影響で業績悪。正社員へ変わるの
が難しく感じ退職した。その後仕事を探しているが見つかっていない。安定して
長く働きたいので正社員を希望している。

28歳男性 都内在住 フリーター

歌手志望。コロナ前はライブ活動もしていたが、コロナになって中断し、その
後、仲間ともやり取りしなくなっている。今は、フリーターで働きながら、スナック
で歌う活動はしていて、常連の客に喜ばれている。中途半端な状態で、この
先、歌を仕事にするのか、どうしたらいいのか。

16歳女性（対象外） 都内在住

19歳の兄から暴力。昔は兄とは仲が良かったが、コロナ渦で家族が家にいる
時間が増えてからイライラするようになり、ストレス発散で暴力を振るわれるよ
うになった。SCには祖母の家が近いのでそこに住むことを提案されている。

コロナに関する相談
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相談件数

電話、LINE、メール共に増加傾向。特に5月下旬～6月上旬に広告出稿が
あったため相談件数が伸びた。

コロナに関する相談

全体から見ると数としては多くないが、コロナの影響も受けていると思われる相
談も入っている。直接的なコロナ相談ではない複合的要因の相談は続くと考え
られる。

今後について

前事業者より業務を引き継いで3カ月。これまではどういう人たちが、どういった
相談内容なのかを把握することに多くの時間を費やした。今後は相談を受ける
だけではなく、若ナビαの普及啓発や関係機関との連携も強化し、相談者に
とってよりよい相談ができるよう努める。

まとめ
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都内新卒応援ハローワーク（大学生等に対する就職支援）

■東京新卒応援ハローワーク
（ハローワーク新宿）

◆ 新宿区西新宿２－７－１小田急第一生命ビル 21階

◆ 03-5339-8609 

＊ご利用時間 平日：10：00～18：00 第１・３土曜のみ：10：00～17：00
（第1・第３を除く土・日・祝日・年末年始はお休みです）

小田急第一生命ビル２１Ｆ

■八王子新卒応援ハローワーク
（ハローワーク八王子）

◆東京都八王子市旭町１０－２ 八王子ＴＣビル 6階

◆042-631-9505

＊ご利用時間：平日１０：００～１８：００
（土・日・祝日・年末年始はお休みです）

新卒応援
ハローワーク
（都内２ヶ所）

一人ひとりに担当のジョブサポーター
（専門支援員）が付いて支援します！

会社説明会や合同就職面接会を積極
的に実施しています！

個別担当制支援や各種セミナーを実施
して、就活の疑問解消や、レベルアップ
を図っています！

「ひとりにしない、あきらめさせない。」を
モットーに、就活に関するあらゆる悩み
にお答えする施設です！

大学院・大学・短大・ 高専・専修学校等の学生の方や、これらの学校を卒業し
た既卒者（卒業後３年以内）の方の就職を支援する専門施設です。

1

東京都子供・若者支援協議会

第１回連絡調整部会

東京労働局資料

T0513357
テキストボックス
提供資料①

T0513357
タイプライターテキスト
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都内わかもの支援施設一覧

東京わかものハローワーク

渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー８Ｆ
（渋谷駅徒歩３分）

ＴＥＬ03-3409-0328

日暮里わかものハローワーク

荒川区西日暮里2-29-3 日清ビル７Ｆ
（日暮里駅徒歩３分）
ＴＥＬ03-5850-8609

新宿わかものハローワーク

新宿区西新宿1-7-1 松岡セントラルビル９Ｆ
（新宿駅徒歩３分）

ＴＥＬ03-5909-8609

わかもの支援窓口

平成20年1月から都内全ハローワーク内に設置

飯田橋Ｕ-35
東京都ジョブカフェ事業併設ハローワーク

（東京しごとセンター内）

●若者支援の専門施設として都内３箇所に「わかものハローワーク」を設置、都
内１７箇所のハローワークに「わかもの支援窓口」を設置

●担当制による個別支援を中心に各種セミナーや若者向け面接会を実施！ 就職
準備から定着支援まで一貫した就職支援を実施している。

2

東京都子供・若者支援協議会

第１回連絡調整部会

東京労働局資料

T0513357
タイプライターテキスト
24



T0513357
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(西暦）     年   月   日 

 

日本司法支援センター東京地方事務所長 殿 

業務説明・講師派遣等依頼書 

依頼の種類 １．講師派遣（業務説明）   ２．当事務所見学・訪問・業務説明 

３．講師派遣（一般）     ４．その他（        ） 

団  体 

 

 

［名 称］                ［部 署］ 

                     ［担当者名］         

 

［団体所在地］ 〒     ‐       

 

 

 

                         

［電話］ 

     （     ） 

［FAX］ 

     （     ） 

［E-mail］ 

 

 

テ ー マ 

ご 要 望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

希 望 日 時 ＜日程の調整をお願いすることがあります。ご了承ください。＞ 

 

（西暦）    年   月   日  午前・午後   時頃 

 

開 催

場 所 

□ 所在地と同じ   □ 法テラスの事務所 

□ 上記以外（名 称：                        ） 

（所在地：                        ） 

参 加 者 ［参加人数］ 

 

        名 

 

１．職員   ２．市民 

３．学生   ４．その他（     ） 

（※）いただいた情報は、講師等の派遣に使わせていただきます。なお、当センターから広報物等を

お送りすることがありますので、ご了承ください。 

送付先：東京地方事務所（法テラス東京）総務課 

ＦＡＸ ０３－６９１１－０１５０ 

（ＴＥＬ ０５０３３８３－５３０７） 

T0513357
タイプライターテキスト
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令和４年度法教育　実績

開催日 場所 テーマ 講師

4月17日 板橋区　図書館 法律講座　相続・遺言 副所長（弁護士）

10月18日 新宿区　高齢者総合相談センター 家族による金銭管理に問題があるケースについて 常勤弁護士

9月30日 東京都福祉保健局地域福祉課 法テラスの業務説明 第一事業課係長

11月10日 桐朋女子中学校 刑事裁判解説を含む法教育講和 常勤弁護士

12月6日 東京ウィメンズプラザ DV被害者のための自立支援講座 常勤弁護士

2月3日 お茶の水女子大学
法テラス見学と法律講座「弁護士の業務と法テラスの役

割」
常勤弁護士

2月10日 婦人保護施設 法律のお話 常勤弁護士

3月7日 目黒区健康福祉部生活福祉課 法テラスの業務説明 常勤弁護士

3月10日 目黒区健康福祉部福祉総合課 債務整理についてー福祉と司法の連携の視点を交えて 常勤弁護士

T0513357
タイプライターテキスト
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T0513357
テキストボックス
提供資料④
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